
▼
委
員
会
の
構
成

　
学
識
代
表
、
市
立
お
よ
び
私
立
の

入
所
者
家
族
等
、
私
立
経
営
者
代
表
、

公
募
委
員
な
ど
10
名

▼
開
催
回
数
等

　
平
成
19
年
８
月
３
日

　
　
　
〜
11
月
30
日
ま
で
　
計
７
回

　
入
所
者
の
状
況

　
市
立
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
２
施
設
「
和

光
園
」
、
「
乳
ガ
浦
老
人
ホ
ー
ム
」
の
入
所

者
の
推
移
は
下
表
の
と
お
り
と
な
っ
て
お

り
、
そ
の
状
況
は
年
々
減
少
傾
向
に
あ
っ

て
、
こ
こ
数
年
は
、
そ
れ
ぞ
れ
定
員
の
70

〜
80
％
程
度
の
入
所
率
で
推
移
し
て
い
る
。

　
答
申
の
概
要

①
和
光
園
を
廃
止
し
、
乳
ガ
浦
老
人
ホ
ー

　
ム
に
統
合
す
る
。

②
可
能
な
限
り
早
期
に
民
間
移
譲
を
実
現

　
す
る
。

③
施
設
の
民
間
移
譲
に
よ
り
捻
出
さ
れ
た

　
財
源
の
一
部
は
可
能
な
限
り
高
齢
者
福

　
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
よ
う
配
慮
す
べ

　
き
。

　
保
育
所
お
よ
び
幼
稚
園
に
つ
い
て

○
答
申
に
沿
っ
て
、
地
域
ご
と
に
施
設
の

　
統
廃
合
を
行
う
。

▼
西
有
家
地
域
：
保
育
所
を
残
し
、
幼
稚

　
園
を
廃
止
す
る

▼
北
有
馬
地
域
：
保
育
所
と
幼
稚
園
を
「
認

　
定
こ
ど
も
園
」
と
し
て
統
合
す
る

▼
南
有
馬
地
域
：
吉
川
保
育
所
を
大
江
保

　
育
所
に
統
合
す
る

○
統
廃
合
や
保
護
者
負
担
の
適
正
化
な
ど

　
の
経
営
改
善
策
を
実
施
し
て
も
、
公
営

　
の
ま
ま
で
は
人
件
費
負
担
が
増
嵩
し
抜

　
本
的
な
収
支
改
善
効
果
が
望
め
な
い
こ

　
と
か
ら
、
速
や
か
な
民
間
移
譲
を
基
本

　
と
す
る
。

○
民
間
移
譲
の
時
期
は
、
西
有
家
保
育
所

　
お
よ
び
大
江
保
育
所
に
つ
い
て
は
、
平

　
成
21
年
４
月
と
し
、
北
有
馬
地
域
の
認

　
定
こ
ど
も
園
に
つ
い
て
は
、
制
度
や
統

　
合
先
、
施
設
改
修
の
必
要
性
な
ど
の
検

　
討
期
間
が
必
要
な
た
め
平
成
22
年
４
月

　
と
し
て
段
階
的
に
実
施
す
る
。

　○
統
廃
合
の
時
期
は
民
間
移
譲
時
と
す
る
。

○
市
立
幼
稚
園
２
園
の
保
育
料
に
つ
い
て
、

　
平
成
21
年
４
月
の
民
間
移
譲
を
前
提
に

　
適
正
化
を
図
る
。

　
（
平
成
20
年
４
月
か
ら
民
間
保
育
料
相

　
当
額
と
の
差
額
の
２
分
の
１
相
当
分
を

　
増
額
し
、
平
成
21
年
４
月
か
ら
民
間
保

　
育
料
相
当
額
ま
で
引
き
上
げ
る
）

　　
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
つ
い
て

　
答
申
に
沿
っ
て
、
平
成
21
年
３
月
末
日

を
も
っ
て
和
光
園
を
廃
止
し
乳
ガ
浦
老
人

ホ
ー
ム
に
統
合
す
る
と
と
も
に
、
平
成
21

年
４
月
に
民
間
移
譲
す
る
。

　
財
政
運
営
上
の
配
慮
に
つ
い
て

　
今
回
の
保
育
所
、
幼
稚
園
お
よ
び
養
護

老
人
ホ
ー
ム
の
民
間
移
譲
に
よ
っ
て
捻
出

さ
れ
た
財
源
の
一
部
に
つ
い
て
は
、
可
能

な
限
り
幼
児
福
祉
（
教
育
）
お
よ
び
高
齢

者
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
よ
う
、
財
政

運
営
上
配
慮
す
る
。

　　　
市
と
し
て
の
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　  

最
終
方
針
決
定
に
つ
い
て

　
今
回
の
基
本
的
な
考
え
方
に
沿
っ
て
関

係
部
局
で
協
議
・
検
討
を
行
い
、
平
成
20

年
３
月
議
会
ま
で
に
は
、
市
と
し
て
の
最

終
方
針
を
決
定
す
る
。

　
こ
こ
で
ご
紹
介
し
た
２
つ
の
委
員
会
の

答
申
に
つ
い
て
は
、
南
島
原
市
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
全
文
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。
ま

た
、
各
総
合
支
所
と
教
育
委
員
会
学
校
教

育
課
（
南
有
馬
庁
舎
）
、
福
祉
保
健
部
地

域
福
祉
課
（
有
家
庁
舎
）
に
は
、
答
申
書

の
写
し
を
備
え
付
け
て
あ
り
ま
す
の
で
、

詳
し
い
内
容
を
お
知
り
に
な
り
た
い
人
は
、

そ
ち
ら
で
ご
覧
い
た
だ
く
こ
と
も
で
き
る

よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

■受付期間

　１月７日 (月)～２月８日 (金)（原則として）

■入園対象者

　児童の保護者が次のいずれかに該当し、子どもを保

　育することができない場合

①労働することを常態としていること

②妊娠中または出産後、間がないこと

③疾病または心身に障害を有していること

④疾病または心身に障害を有する同居親族を常時介護

　していること

⑤火災など、災害の復旧に当たっていること

※場合によっては証明書（調査・確認書含む）が必要と

　なります。

※平成２０年度以降も継続して入所を希望している人

　については、別にお渡しする家庭状況申立書を証明

　書と一緒にご提出ください。

■保育料

　保育料は毎月納付で、園児の年齢やその世帯の前年

分の所得税額や前年度分の市町村民税額に基づいて決

められます。

■申込書の請求・問い合わせ先

　入所申込書等は、各総合支所市民課と各保育園に備

えてあります。

■お問い合わせ

　福祉事務所地域福祉課

　TEL ０５０－３３８１－５０５１

　または各総合支所市民課へお尋ねください

南島原市では、平成20年度南島原市立幼稚園の入園

児を募集します。

　お子様の入園を希望される人は、下記に御留意の上、

お申し込みください。

■定員および対象者

○西有家幼稚園（定員８０人）

　満３歳から小学校就学に達するまでの幼児

　TEL ０５０－３３８１－５１５６

○北有馬幼稚園（定員８０人）

　満３歳から小学校就学に達するまでの幼児

　TEL ０５０－３３８１－５１６６

■募集期間

　１月７日 (月)～２月２９日 (金)

■保育料、入園手数料、給食費

●保　育　料（月　額）

　平成20年度は改訂（増額）される見込み　　　　　

　　　　　　 （平成19年度は４ , ０００円）

●入園手数料（入園時のみ）　１ , ０００円

●給　食　費（月　額）　　　４ , ０００円

■入園手続

　お子様の入園を希望される人は、各幼稚園および南

島原市教育委員会各地域事務所にある「入園願」に必

要事項を記入・押印の上、各幼稚園に御提出ください。

■その他

　預かり保育や教材費等については、各幼稚園にお問

い合わせください。（ご不明な点は下記まで）

■お問い合わせ

　上記各幼稚園または

　教育委員会 学校教育課 TEL０５０－３３８１－５０８１

保育園（所）について 市立幼稚園について

ね
ん
し
ゅ
つ 答申の説明を受ける松島市長・岩本副市長

保育所を訪問した松島市長

和 光 園

施 設 名

3 0

定員

3 0

H12

2 8

H13

2 4

H14

2 7

H15

2 7

H16

2 2

H17

2 2

H18

2 4

乳ガ浦老人ホーム 6 0 5 4 5 2 4 4 4 3 3 9 4 1 4 1 4 2

　 計 　 9 0 8 4 8 0 6 8 7 0 6 6 6 3 6 3 6 6

H19

和　光　園和光園を訪問した松島市長

北有馬幼稚園 吉川保育所
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